
★ 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
が
処
理
す
る
事
務
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
一
号
）
（
市
町
行
財
政
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
規
則
に
基
づ
く
事

務
の
範
囲
を
定
め
る
規
定
に
つ
い
て
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
令
和
五
年
五
月

二
十
六
日 



★ 

広
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
規
則
第
二
十
二
号
）
（
環
境
県
民
局
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
会
計
基
準
注
解
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴

い
、
事
業
報
告
書
の
記
載
事
項
を
見
直
す
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 



★ 

広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
三
号
）
（
自
然
環

境
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

広
島
県
立
も
み
の
き
森
林
公
園
設
置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
利
用
料
金
制
の
対
象
外

と
な
る
施
設
等
に
係
る
規
定
を
削
除
す
る
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

令
和
六
年
四
月
一
日 



★ 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二

十
四
号
）

（

疾
病
対
策
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 

 
 
 

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
、
市
町
へ
の
入
院
措
置
に
係
る
通
知 

の
様
式
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 



★ 

介
護
保
険
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
五
号
）

（

医
療
介
護
基
盤
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 

 
介
護
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
様
式
を
改
め
る
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 



★ 

建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
六
号
）
（
建
設
産
業
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

地
域
の
建
設
企
業
が
安
心
し
て
受
注
す
る
こ
と
の
で
き
る
環
境
を
整
え
、
災
害
復
旧
を
円
滑
に
進

め
る
た
め
、
発
注
者
が
災
害
応
急
対
策
又
は
災
害
復
旧
に
関
す
る
工
事
に
お
け
る
不
可
抗
力
に
よ
る

損
害
の
額
を
負
担
す
る
こ
と
と
す
る
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

令
和
五
年
四
月
一
日 

 



★ 

広
島
県
道
路
占
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
七
号
）
（
道
路
河
川
管
理
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 

分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
し
た
者
に
つ
い
て
の
道
路
占
用
に
係
る
権
利
義
務
の
承
継
に
つ
い
て
、
規

定
の
整
理
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

令
和
五
年
四
月
一
日 
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